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地方職員共済組合沖縄県支部 
住  所    那覇市泉崎１丁目２番２号 

電  話                 

(職員厚生課代表)０９８－８６６－２１２７ 

(年 金 班 専 用)０９８－８６６－２６８５ 
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退職時に必要な手続き一覧 
 

対   象   者 提 出 書 類 提  出  先 期  限 

組

合

員

資

格 

関

係 

全   員 ３５ページ参照 

正規職員・再任用職員・ 

任期付職員・臨時的任用職員 

 

会計年度任用職員 

令和８年 

４月３日（金） 
【地共済必着】 

本人 → 所属所 （→ 地共済） 

知事部局・各種委員会・出先機関 

⇒ 総務事務センター 

企業局   ⇒ 企業局総務課 

病院事業局 ⇒ 本庁・北部病院・宮古病

院・中部病院・精和病院は

病院総務事務センター 

他の各県立病院はその病院 

本人 → 所属所 （→ 地共済） 

知事部局・各種委員会・出先機関 

⇒ 各所属機関 

企業局   ⇒ 企業局総務課 

病院事業局 ⇒ 本庁・北部病院・宮古病

院・中部病院・精和病院は

病院総務事務センター 

他の各県立病院はその病院 

任意継続を希望する者 資格取得申出書 

本人 → 地共済 
令和８年 

２月２７日（金） 
【地共済必着】 

○被扶養者の認定継続

を希望しない場合 

○任意継続組合員申出時の 

被扶養者取消確認書 

年

金

関

係 

退職や勤務形態の変更

がある方（p.1参照） 
退職届書（p.24） 

本人 → 所属機関 → 地共済 

※地共済へ提出前に、所属機関の長による退職日の確認が必要です。 

令和８年 

４月３日（金） 
【地共済必着】 

■ 上記の内容に関する問い合わせ 

  組合員証      給付福利班 組合員証担当（職員厚生課内 TEL:０９８－８６６－２１２７ IP：２２０３・２２０４・７３７９） 

  任意継続掛金    共済管理班 掛金担当  （職員厚生課内 TEL:０９８－８６６－２１２７ IP：２１９６） 

  年金        年金班 （年金班専用 TEL:０９８－８６６－２６８５ IP：２１８０） 

■ 被扶養配偶者（60歳未満の妻又は夫）の必要な手続き 

（１）組合員が退職したときは、その被扶養配偶者（妻又は夫）は国民年金第３号被保険者の資格を喪失します。 

  （２）各自で在住市町村役所の国民年金担当課又は最寄りの年金事務所で国民年金（１号）加入の手続きが必要です。 

  （３）手続きに関する疑義照会は、在住市町村の国民年金担当課又は最寄りの年金事務所へお願いいたします。 
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